
産業競争力強化法

生産性向上設備投資促進税制

[平成２８年４月１日から平成２９年３月末日まで］
特別償却 または 税額控除 4%

設備投資は今がチャンス！

分析機器購入をご検討のお客様へ

消費税増税に伴う経済対策の一つとして、質の高い設備への投資についての税制優遇制度が平成26年
1月より始まりました。本年度は、生産等設備として「先端設備」を導入すると、 特別償却 または4%の
税制優遇を受けることができます。
分析機器のご購入を検討中のお客様には、簡単な手続きだけで、より少ない負担で最新機器が入手できる
またとないチャンスとなります。ぜひ、この機会に 設備導入・更新 をご計画ください。
各装置の詳しい説明はお気軽に営業にお申し付けください！

購入初年度の法人税額が抑えられ、当年度の資金繰りの負担が軽減される。
ただし2 年目以降の税額は通常償却より高くなるため、支払う税額の累計は
通常償却と同じとなる。

購入初年度の税額から購入金額の 4%が減額される。
2 年目以降の税額は通常償却と同じ。累計の税額そのものが抑えられる。

特別償却

4％の税額控除



蛍光寿命光度計
DeltaPro/DeltaFlex

顕微レーザラマン
分光測定装置
LabRAM HR Evolution

ハンドヘルド型
蛍光X線分析装置
MESAポータブル

レーザ回折/散乱式
粒子径分布測定装置
LA-960シリーズ

エネルギー分散型
X線分析装置
EMAXEvolution

ラマン顕微鏡
XploRA Plus

有害元素蛍光X線分析装置
MESA-50

CCD検出器
Syncerity

CCD検出器
SymphonyⅡシリーズ

CCD検出器
SymphonyⅡ 
Nitrogen Cooled InGaAs

分光エリプソメータ
UVISEL2

蛍光X線硫黄分析計
SLFA-60

自動薄膜計測装置
Auto SE*

カタログNo. SPT-041

（注記1）
お客様が投資減税の適用を受けるためには、それぞれの設備に対して証明書が必要となります。
投資減税を受けるための条件等も定められておりますので、適用にあたってはお客様の顧問税理士等へご確認されるようにお願いします。
また、2つの方式のどちらのメリットが大きいかは一概には言えないため、その選択に当たっては十分ご検討ください。

*Auto SEのみ、平成２8年12月までの適用となります。ご注意ください。

（注記2）
「生産性向上設備投資促進税制」に関する詳細は、経済産業省 経済産業政策局 産業再生課（電話： 03-3501-1560）までお問い合わせください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

「先端設備」として認定された製品例

レーザ回折/散乱式
粒子径分布測定装置
LA-350
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